
第７２回藤沢市市民総合体育大会 
サッカー少女の部 

１．主　　催　　藤沢市教育委員会・藤沢市体育協会 

２．主　　管　　藤沢市サッカー協会女子委員会 

３．競技規則　　 
　（１）日本サッカー協会競技規則による。 
　（２）試合は８人制とし、試合成立は７人とする。 
　（３）選手交代は登録メンバー内で自由な交代とする。 
（４）試合時間は１５－５－１５とする。 
（５）順位は、４チームによるトーナメント方式で決定する。 

同点の場合はＰＫ戦（３人制）にて勝者を決定する。 

４．組み合わせ 
　　　　　平成３０年２月１７日（土）　大庭小学校 

　　ＫＯ　　　　　　対戦　　　　　                 主審　　             副審 

① １３：００　鵠     沼      －　  辻      堂            大庭                     新林、新林 

② １３：４０　大     庭      －　  新      林　        鵠沼                     辻堂、辻堂 

　　　　 ３位決定戦 

③ １４：５０    ①の負け　－　②の負け　　   ①の勝ち　　　②の勝ち　②の勝ち 

　　　　　　　決勝戦 
④ １５：３０　①の勝ち　－　②の勝ち　　   ③の勝ち　　　③の勝ち　③の負け 

５．その他 
　　（１）審判は、主審と副審２人の３人制とする。 

学校内及びその周辺は禁煙です。 
喫煙する場合は近隣の喫茶店など喫煙できる場所でお願いします。 
自家用車は各チーム２台まで 
雨天等により中止する場合は当日11時までには判断したいと思います。 

お問い合わせは竹本(090-8908-7779)まで 

決勝

①鵠沼 辻堂② ③大庭 新林④

3位決定戦




